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長野県からのお知らせです 

 
 
 

「Ｅ型肝炎ウイルス」に関するＱ＆Ａ 
 

最近、北海道において豚レバー等の豚由来食品を十分加熱

しないことが原因と考えられる、Ｅ型肝炎ウイルスによる感

染事例が発生しました。 
そこで、厚生労働省はＥ型肝炎ウイルスに関するＱ＆Ａを

作成し、注意喚起を行っていますので、お知らせします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｑ 豚レバーなどを食べるとＥ型肝炎ウイルスに感染する可

能性があるのでしょうか？ 

Ａ 通常の加熱調理を行えば、Ｅ型肝炎ウイルスは感染

できなくなります。従って、豚レバーなどは十分加熱

して食べれば心配ありません。 

 
Ｑ 豚肉が原材料のハムやソーセージなどは安全ですか？ 

Ａ ハムやソーセージなどの加熱済み食品は、Ｅ型肝炎

ウイルスの感染性が失われているため、安全です。 

 
Ｑ シカやイノシシなど野生動物の肉等を生で食べても安全

ですか？ 

Ａ 野生動物の肉などを生で食べることは、避けた方が

よいでしょう。特に妊婦や高齢者に感染すると劇症肝

炎を発症する可能性があるため、野生動物の肉などを

食べることは控えましょう。 
 

 【参考】：厚生労働省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/08/h0819-2a.html） 

 
●内容に関するご意見・お問い合わせ先 

・長野県庁衛生部食品環境課 
（電話 026-235-7155, FAX 026-232-7288, 電子ﾒｰﾙ syokukan@pref.nagano.jp） 

・最寄りの保健所食品衛生相談窓口 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/08/h0819-2a.html

